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建設環境委員会会議録 
 
令和元年７月２日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時４５分閉議（実時間１０１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第３５号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第２号（関係分） 

１．議案第４５号・八代市景観条例の制定につ

いて 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （シンボルロード整備事業について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  百 田   隆 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民環境部長    桑 原 真 澄 君 

  市民環境部次長  稲 本 俊 一 君 

 建設部長      潮 崎   勝 君 

  建設部次長    田 村 伸 司 君 

  土木課長     小 原 聖 児 君 
 
  土木課主幹兼 
           田 島 雄一郎 君 
  道路建設係長 

  都市整備課長   一 美 晋 策 君 
 
  理事兼 
           西   竜 一 君 
  建設政策課長 
 
 
  建設政策課主幹兼 
           福 田   光 君 
  開発景観係長 
 
 
  建設政策課泉建設 
           和 田 浩 治 君 
  地域事務所長 
 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから建設環境委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号（関係分） 

○委員長（中村和美君） それでは最初に、予

算議案の審査に入ります。 

 議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、当委員会関係分についてを

議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第４款・衛生費について、市民

環境部より説明願います。 

○市民環境部長（桑原真澄君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部、桑原でございます。よろしく

お願いをいたします。 

 委員長お話の議案第３５号・令和元年度八代

市一般会計補正予算・第２号の衛生費中、市民

環境部関係分について、稲本次長に説明をいた

させますので、どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） 皆さん、お
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はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）市民環境部の稲本でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは座らせていただきまして説明をいた

します。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） それでは、

議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第２号・衛生費中、当委員会に付託され

ました市民環境部関係分につきまして御説明を

いたします。 

 別冊の補正予算書・第２号の１６ページをお

開きください。別冊の議案書ですね。１６ペー

ジをお開きください。 

 歳出の款４・衛生費、項２・生活環境費、目

５・塵芥処理費の補正前の額１２億４８５４万

６０００円に対し、一般廃棄物収集運搬業務委

託契約訴訟関係事業について１０８万円の補正

をお願いし、補正後の額を１２億４９６２万６

０００円とするものでございます。なお、財源

は一般財源でございます。 

 別紙でお配りしておりますカラーの資料につ

きましては、千丁支所管内における一般廃棄物

収集運搬業務委託契約訴訟のこれまでの経緯及

び今後の予定を一覧に示したものでございま

す。 

 この一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟関

係事業につきましては、千丁町の一般廃棄物収

集運搬業者から、本市を被告として熊本地方裁

判所に提起され、昨年５月３０日に本市の主張

を全面的に認める判決言渡しがなされておりま

した。しかし、原告から、この熊本地方裁判所

判決を不服とし、平成３０年７月２７日に①で

ございますけれども、地位確認等請求控訴事件

・平成２７年委託、同月３１日に②許可更新処

分取消請求控訴事件・平成２８年許可として、

ともに福岡高等裁判所から控訴状が送付されて

おりました。その後、それぞれ２回の口頭弁論

の末に結審を迎え、平成３１年３月２７日と翌

２８日が判決言渡し日とされましたことを、昨

年度３月議会の本委員会において御報告させて

いただいたところでございます。 

 この福岡高等裁判所での判決言渡しにつきま

しても、平成３１年３月２７日に②許可更新処

分取消請求控訴事件・平成２８年度許可に対し

て、また、翌２８日に①地位確認等請求控訴事

件・平成２７年委託に対して、熊本地方裁判所

での判決同様に、本市の主張を全面的に認める

判決言渡しがなされております。 

 その後、両事件のうち、①の地位確認等請求

控訴事件・平成２７年委託につきましては、令

和元年５月９日に福岡高等裁判所から上告受理

申立通知書が本市に届いておりますことから、

本事件に関しましては、控訴人による最高裁判

所への上告手続がなされたことを確認しており

ます。 

 一方、②の許可更新処分取消請求控訴事件・

平成２８年許可につきましては、上告期間に上

告の手続がなされなかったことから、福岡高等

裁判所での本市勝訴の判決が正式に確定しまし

たことを４月１７日に福岡高等裁判所へ確認し

ております。 

 そこで、②の許可更新処分取消請求控訴事件

・平成２８年許可につきましての裁判が、本市

勝訴として終了しましたことから、今回、本市

代理人弁護士へ支払う報酬金１０８万円を補正

するものでございます。 

 なお、先ほど御説明いたしました２つの事件

に加えまして、別紙資料の右列には、熊本地方

裁判所での③許可更新処分取消請求事件・平成

３０年許可につきましても、経緯と今後の予定

をお示ししております。この裁判につきまして

は、平成３０年１０月１３日に提起され、令和

元年６月１８日に熊本地方裁判所で開かれまし

た第４回口頭弁論をもって結審となり、次回９

月９日が判決言渡し日とされました。 
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 今後も、最高裁判所や熊本地方裁判所におけ

る判決を含めまして、一般廃棄物収集運搬業務

委託契約訴訟に関する動きなどがございました

ら、本委員会で御報告させていただきます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で、

第４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため小会します。 

（午前１０時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０８分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第７款・土木費について、建設

部より説明願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部、潮崎です。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第３５号・令和元年度八代市一般会計補正予算

・第２号の建設部所管分につきまして、田村次

長より説明いたさせますので、よろしくお願い

いたします。 

○建設部次長（田村伸司君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部の田村でございます。よろしくお願

いいたします。着座にて説明させていただいて

よろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○建設部次長（田村伸司君） それでは、お手

元の議案第３５号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第２号をお願いいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて説明いたします。 

 款７・土木費を２億３７００万円増額補正

し、補正後の額は５２億９６８７万６０００円

としております。 

 その内訳は、項２・道路橋梁費を２億１６０

０万円増額、また、項５・都市計画費を２１０

０万円増額するものでございます。 

 次に、詳細を説明いたします。 

 １８ページをお開きいただきまして、１８ペ

ージの下の表をごらんください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目３・道

路新設改良費は、補正額１億１７５０万円を加

えて、１０億１８６６万９０００円としており

ます。 

 右の方ですね、補正額の財源内訳につきまし

ては、国庫支出金が６４６５万円、地方債が４

８２０万円、一般財源が４６５万円でございま

す。 

 またその右ですね。補正額の内訳は、節１５

・工事請負費を８７９０万円、節１７・公有財

産購入費を１９０万円、節２２・補償補填及び

賠償金を２７７０万円増額するものでございま

す。 

 内訳は、表の右、説明欄に記載しておりま

す、市内一円道路改良事業でございます。 

 この事業は、国庫支出金を活用するもので、

年度当初におきまして、国の防災安全交付金の

増額内示がありましたことに伴うものでござい

ます。 

 別冊の右方、建設環境委員会資料、議案第３

５号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第

２号建設部所管分をあわせてごらんください。 

 道路新設改良費分は、別冊資料の１ページか
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ら５ページでございます。 

 １ページは一覧表になっております。 

 続きまして、２ページから位置図と概要をあ

らわしております。 

 まず、２ページは千丁町の東西アクセス線の

１つである市道新牟田西牟田線の改良工事にお

ける用地購入及び建物補償、続いて３ページ

は、市道永碇町高島町線の改良工事、続きまし

て４ページは、鏡町の市道有佐貝洲大江湖線の

改良工事、続きまして５ページ、鏡町の市道氷

川高校前線の改良工事であり、それぞれ推進を

図るため、増額補正をお願いするものでござい

ます。 

 また、次に予算書の、今度また１８ページに

戻っていただきまして、目４・橋梁維持費につ

いて御説明いたします。補正額は９８５０万円

を加えて、２億１１３９万６０００円としてお

ります。補正額の財源内訳につきましては、右

のほうですね、国庫支出金が５３６５万６００

０円、地方債が３９４０万円、一般財源が５４

４万４０００円でございます。補正額の内訳、

そのまた右になりますが、節１３・委託料を８

００万円、節１５・工事請負費を９０５０万円

増額するものでございます。 

 内訳は表の右、説明欄に記載しております、

橋梁長寿命化修繕事業でございます。 

 この事業も同様に国庫支出金を活用するもの

で、目３の道路新設改良費と同様、年度当初に

おきまして国の防災安全交付金の増額内示があ

りましたことに伴うものでございます。 

 済みません、また、別冊、建設環境委員会資

料のほうに戻っていただきまして、６ページか

ら１１ページが橋梁維持費になりますので、ご

らんいただきたいと思います。 

 ６ページが一覧表になっております。 

 めくっていただきまして、７ページ、二見下

大野町の下大野川２号橋の設計業務委託と架け

かえ工事、続きまして、８ページは、催合町の

催合町１号橋の補修工事、めくっていただきま

して９ページ、日置町の日置橋の補修工事、ま

た続いて１０ページは、東陽町の井上橋の補修

工事、最後、１１ページ、泉町の新山の津川橋

の補修工事であり、それぞれ計画的な維持管理

のため、増額補正をお願いするものでございま

す。 

 申しわけございません。また、予算書のほう

に戻っていただきまして、続いて１９ページを

お開きください。 

 １９ページの一番上の表になります。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目４・公

園費は、補正額２１００万円を加えて、２億８

５２万８０００円としております。 

 その右、補正額の財源内訳につきましては、

国庫支出金が９８５万円、地方債が８８０万

円、一般財源が２３５万円でございます。 

 また、その右になります。補正額の内訳は、

節１３・委託料を２００万円、節１５・工事請

負費を１９００万円増額するものでございま

す。内容は、表の一番右、説明欄に記載してお

ります、公園施設長寿命化対策支援事業７００

万円、その下ですね、都市公園安全・安心対策

緊急支援事業１４００万円でございます。 

 公園施設長寿命化対策支援事業は、同じく国

庫支出金を活用するもので、この事業も同様

に、年度当初におきまして、国の防災安全交付

金の増額内示がありましたことに伴うものでご

ざいます。 

 また、都市公園安全・安心対策緊急支援事業

は、当初、平成３０年度までの時限措置による

国庫支出金を活用する事業でございましたが、

令和２年度まで延長されましたことに伴い、本

年４月、３１年４月に内示を受けたものでござ

います。 

 お手数ですが、また、別冊、建設環境委員会

資料を合わせてごらんください。 

 公園費分は１２ページから１４ページでござ
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います。 

 １２ページが一覧表になっております。 

 めくっていただきまして、１３ページ、これ

は、公園施設長寿命化対策支援事業の右のほ

う、田中東児童公園と、左のほうですね、田中

西児童公園の遊具改築工事であり、それぞれ計

画的な維持管理のため、増額補正をお願いする

ものでございます。 

 最後に１４ページ、これは、都市公園安全・

安心対策緊急支援事業の、左からですね、田中

東児童公園、その下、清水児童公園、右下です

ね、末広児童公園、宝出児童公園に係るトイレ

のバリアフリー化に要する設計業務委託と、田

中東児童公園の、左のほうですね、トイレ改築

工事であり、それぞれ公園施設のバリアフリー

化のため、増額補正をお願いするものでござい

ます。 

 以上、議案第３５号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第２号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

らせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 御説明ありがとうござ

いました。 

 予算書の中で、交付の事業の中でも内示が今

回の６月補正でどうしても増額という言葉を使

わなければいけないわけですけども、内示の額

というのがですね、私たちが長い長い議会をみ

る中では、大体、秋に内示というのが、ある程

度の内示が増額してくるだろうというふうな感

じを持っとったんですけども、内示が（聴取不

能）振り返ってきますからですね、だから当初

予算でどう跳ね返ってくるのか。それと、そう

いう中で、６月補正でこのような内示が出てく

るわけですけども、その内示は内示として、国

から来るわけですから、あとは地方の自治体が

それに肉づけすると、二分の一ぐらいですから

ね、これは一般財源を見てもですね。この事

業、見ても。 

 そこの中で、市内一円道路改良事業の７款の

１億１７５０万の内示の増額の中でですね、ま

ずは拡張や歩道の整備等に要する経費の補正を

するということ、大変これは理解をいたしま

す。そこで、やはりまだ未整備なところがたく

さんあると思うんですよね。そこらあたりを踏

まえた中でですね、今後はどういうふうな整備

を早急にしたらいいのかということを前提とし

て、６月補正では場所の選定等も含めて検討し

てもらいたいというのが私のあれでありますの

で。 

 それと、あとは全部一緒なんですけどもです

ね、１８ページも一緒です。橋梁長寿命化修繕

事業も一緒です。橋梁も今回についてはいろい

ろと下大野からずっとありますが、まだまだは

っきり言って橋梁で計画的に進めていかないか

ん場所も何カ所かあると思いますけども、特に

は橋梁関係をどれくらいの今、進捗であるの

か。これははっきり言ってから、社会資本の政

府の交付の内示の中でですね、これを活用しな

ければなかなか難しい橋梁関係はあるわけです

ので。うち全体で計画されて、あとどれぐらい

の、今回のこういう調査をした中でですよ、整

備率と言いますか、そこあたりを示していただ

ければと思いますが。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいま、委員の御質問の橋梁関係につきま

してですが、まず、点検対象の橋梁数が１８６

９橋ということで、そのうちの市道にかかりま

す橋梁１２９橋、１５メーター以上ですね。重

要度の高い１５メーターから７メーターの橋梁

数３２９橋、合計の４５８橋のうち、八代市橋

梁長寿命化修繕計画を２５年度に策定しまし
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て、その中で、修繕が必要な橋梁としまして４

５橋、現在、平成３０年度末までの対応した橋

梁数でございますが、１３橋となっておりま

す。先ほど説明がありましたけども、補正予算

で５橋と当初予算で１橋ありまして、３１年

度、令和元年度ですが、６橋を改修するような

こととしておりまして、今年度の令和元年度が

終わりますと、改修率ちゅうのが４２％という

ことになります。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（山本幸廣君） 一番問題はそこなんで

すね、部長。どうしても、はっきり言ってか

ら、国としては時限じゃないんですけども、必

ずそういうふうにしてから、今、説明が課長か

らあったように、あとの残りはどうするかって

なるわけですよ。それは橋梁の安全、これにつ

いては前からずっとですけども、なぜそこらあ

たりを交付額をふやさなかったのか。もう期限

は決まっとっとにですよ。そこらあたりは、ほ

んとう今、国の政策の中で地方切り捨てじゃな

いですけども、地方財政の圧迫というのを見据

えながらでもそれをやっぱり期限を切っていく

と。これについては本当に私は長い経験の中で

ですね、市・県も見る中で、これが一番心配で

おりました。計画どおりいって、全額でけて、

一つの期間が終わって、政府としては切ってい

くと。その都度、そのあめとむちじゃないです

けども、２年や３年延長して、これははっきり

言って、合併特例債も一緒ですよ。やっぱりあ

あいうふうにしてから、ずっとずっと、長ごな

っていくわけですけども。そういうのを今回、

橋梁については、ものすごく国の政策の中で、

大事に政策として頑張ってきた、（聴取不能）

防災と安全社会の中で位置づけしたんですよ、

国は。ところが、６月の補正とか当初予算で何

で増額してこないのか、これは不思議でたまら

ないんですけども、担当としては、今回の補正

として、交付が来たから補正を組んだというこ

とですから、私はもう理解をします。そういう

要望等も含めてですね、これは委員長、ここら

あたりは私たち議会も一緒になってですね、あ

と残りはどがんすっとかって。じゃあ、あとは

一般財源で全部すりゃよかっかと、こういうふ

うになってくるわけですね。やっぱり安全性、

優先度、あるところを残さないかんという形に

なるわけですので、部長そういうことでござい

ますので、答えはいりませんが。部長お考えだ

けでも聞かせてください。（建設部長潮崎勝君

「座っていいですか」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） 座ってください。 

○建設部長（潮崎 勝君） まず１点目の市内

一円の橋梁に関しましてもですけども、今まで

一般財源で手当てしていた項目かと思います。

それが、国の補助が入って、補助で対応できる

部分が今、ふえているということでございま

す。一番問題なのは、補助金では全部できない

と、これはしかりですので、今までやっていた

一般財源と補助をうまく組み合わせてですね、

なるべく補助の方に、対応できる分は補助で対

応すると、そういう全体的な視点が大事かと思

います。橋梁につきましてもですね、点検を５

年に一遍ずつ点検しながら、それから必要な補

修をしていくということになります。 

 議員おっしゃった内示、去年の予算を手元に

持っとっとですが、去年よりも１８％増、１.

１８倍ぐらいの今年度の補助の上昇分でござい

ます。これも今まで要望とかあれこれあっての

話だと思いますので、今後もこの予算がです

ね、上向きになるようにいろいろ要望活動もし

ていくという予定で頑張っていきますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 部長の今のですね、説

明、答弁の中で、もう再三私は、市内一円の道

路の予算づけをしなさいと何回も言うてきまし

たか。頼るのは、やはり交付金なんですよ。内

示がどがしこくるかなということで、去年もや



 

－7－

っぱり３億以上か５億以上って言ったんだけど

も、それ半分も来なかったという状況で。当初

予算というのもやっぱりそういうように１０％

削減せないかん。となればですね、どんどんど

んどん生活道路の整備というのは、社会保障も

含めて整備も進んでいかないと。それは市民か

ら苦情が出てくる。苦情が出てきたのはどこか

と、やっぱり執行部が悪か。議会も悪かと。そ

ういうふうに市民サービスというのはそこらあ

たりを含めて、いかに予算化するか。全部ほと

んど補助対象になるようなですね、やっぱりそ

れはぜひとも予算獲得に頑張っていかないか

ん。我々も頑張らないかんって、議員も、これ

ははっきり言ってからですね。そういうことで

す。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

 ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 公園施設長寿命化対策

支援事業の１４ページの写真を見て、ちょっと

教えていただきたいんですけど。清水児童公

園、宝出児童公園、末広児童公園、これはあく

までも、ここは測量設計だけですか。工事は後

でまた追加で来るというふうに捉えていいんで

しょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） おはようござ

います。都市整備課、一美です。 

 今、委員御質問の件につきましては、おっし

ゃったように、ことし工事を行いますのは田中

東町公園のみということで、残りの田中東町を

含めて４公園についての測量費ということで、

残り３公園につきましては、ことしは設計だけ

を行わさせていただこうということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 老朽化をしたから優先

してこの田中東・西児童公園あたりがこういっ

た改修工事になってきたと。洋式化になること

なんで、これはいい方向だろうと思うんですけ

ども、もっと老朽化、うちの近くもですね、３

０年以上古いんですけど、状況的にはどうなん

でしょう。老朽化した、今後、そういう改築予

定にある公園はどのぐらいありますか。これ、

ずっと国の補助が必要ではないのかなというふ

うに捉えていくんですけど、その辺の予算的な

計画も含めて、どのような考え方にあるのかも

含めて教えてください。 

○都市整備課長（一美晋策君） 今、手元にあ

ります資料で、残りにトイレのバリアフリーと

いうことで、あと３０ほど予定があるところで

ございます。今回については、そのうち、昭和

５１年に田中東児童公園が整備されておりまし

て、老朽化が著しいということで判断して、田

中東児童公園について今回、バリアフリーを行

うということで考えております。 

 以上です。（委員太田広則君「今後につい

て。今後の計画について。それと予算的なもの

は」と呼ぶ） 

 この件についてはですね、冒頭、次長の説明

からありましたように、時限措置で平成３０年

度までで一応、終了というのが、今回２年間延

長ということで聞いているところでございま

す。一応、優先順位としましては、先ほどあり

ました、設計をさせていただいている公園をま

ず優先的に整備をして、残りについて随時、整

備した年度あるいは老朽化の状況あたりをみな

がらですね、整備をさせていただきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○委員（太田広則君） ですから、３０公園ま

だ古いのがあるんでしょう。そこの予算的なも

のはどこから。大丈夫ですか、自分とこの。時

限措置はわかるんだけど、これから先もまだあ

るわけでしょう、整備を。そのときの予算的な

考え方をちょっと。 

○都市整備課長（一美晋策君） 予算的なお話

としましては、うちのほうとしましてもです

ね、いわゆる交付金事業ということで国の補助
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を受けたところで、できるだけ事業をやってい

きたいというふうなことで考えておりまして、

その後の予算につきましては、財務部のほうと

も相談をしながら、状況をみながら、一般財源

等々でも整備を行っていかざるを得ないのかな

ということで考えているところでございます。 

○委員（太田広則君） 結局、自分とこで厳し

いんでしょう。どうなんですか。国の補助が欲

しいんでしょう、今後も。どうなんですかね、

その辺。 

○都市整備課長（一美晋策君） おっしゃるよ

うに、今回、延長されたことについては大変嬉

しく思っておりまして、今後もそういう延長の

措置が講じられますようにというような要望活

動を行っていこうかと考えております。（委員

太田広則君「わかりました。後で言います」と

呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（谷川 登君） 済みません、ちょっと

確認ですが。市内一円道路改良事業の１１ペー

ジの赤マークでしてる県道１５９号線の位置と

いうのを確認したいんですけど、教えていただ

けないですか。場所ですね。 

○建設政策課泉建設地域事務所長（和田浩治

君） 泉の建設地域事務所長の和田と申しま

す。 

 位置についてですが、樅木のヤマメの養殖場

の近くだと確認しておりますけれども、よろし

いでしょうか。（委員谷川登君「わかりまし

た。大体、山本さんの近くですかね、養殖場」

と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上の部

分について、質疑を終わります。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（田方芳信君） 市道永碇町高島町線、

予算つけていただきましてありがとうございま

す。また、今期からですかね、工事に入るとい

うことでですね、ありがとうございます。あそ

この変則交差点、また、通学道路であって、そ

して、ことしには場外車券売場ちゅうのもまた

出てまいりますので、今以上にちょっと車が混

雑してまいりますので、できるだけ早めにです

ね、工事を終わらせていただければと思ってお

りますので、よろしくお願いをしておきます。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 先ほどの公園の予算的

な考え方なんですけど、こちらも一緒ですね、

橋梁維持費も一緒だと思います。皆さんが安全

計画をちゃんと維持管理の計画を立てておられ

るのならばですね、それにつけた予算で、これ

は国のたまたま国土交通大臣は公明党でござい

ますので、私のほうからもこういった地方にお

いてはほんとうに一番防災のときに活躍するで

あろう公園のトイレが老朽化してしまっている

というこれは実態ですのでね、地方がこの悩み

の一つだと思いますんで、ぜひ執行部のほうで

もですね、国への政府要望のときには、この予

算の確保、橋梁維持費も一緒だと思います。今

までもされてきたろうと思うんですけども、そ

ういうことで、まだまだ３０公園もあるんでで

すね、私のほうでも国のほうに言いますし、執

行部の皆さんも政府要望等で頑張っていただき

たいなということを申し添えております。 

○委員（山本幸廣君） 中村委員長にお願いで

す。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 今のいろんな執行部、

我々もこの意見を言いながらですね、この予算

書を見ながら、一番やっぱし我々も議会とし

て、福嶋議長にお願いをして要望しようという

ふうな気持ちにきょうはなったと思うんです
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ね。これだけ市財政というのは厳しい、その厳

しい中にじゃあその財源をどこに求めていくの

か。やはり県や国に財源というのを求めていか

ないかん。そういう中で、新しい交付金の中で

この防災安全社会資本整備、これの予算獲得を

全力投球で、地方も絶対あると思うんですよ、

地方自治体というのは。八代は特に中村委員

長、この委員会でですね、申し合わせじゃあり

ませんけども、議長に対してその現況を要望

し、中村市長が県・国に対して、今回、政府の

要望に交付金の社会資本の整備についての予算

獲得、予算増額、そして延長これを求めるよう

に、委員長からもぜひとも議長にまずはお願い

したいと思います。強く要望します。金なかっ

だけん、うちには。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

す。今、副議長もおられますので、一緒になっ

て議長のほうへお願いをしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 ほか、意見ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 今、るるお答えにあっ

た中にですね、個別計画を立てていらっしゃる

と思うんですよ。それはファシリティマネジメ

ントの観点から個別施設計画をつくられてると

思います。その計画を立てられるときにです

ね、その財源の手立てというのも一緒に考えな

がら優先順位をつけていかれると思うんです

よ。計画を立てられるときにですね。その立て

るときにおいての経過にどういった財源を見込

むのかというのもあわせて検討していかれると

いいんじゃないかなというふうに思いますの

で、意見として述べさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

す。 

 ほか、ございませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午前１０時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４４分 本会） 

                              

◎議案第４５号・八代市景観条例の制定につい

て 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第４５号・八代市景観条例の制定につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 皆さん

こんにちは。建設部建設政策課の西でございま

す。隣が開発景観係長の福田でございます。よ

ろしくお願いします。 

 ただいまから、議案第４５号・八代市景観条

例の制定について説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

いてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 説明に

つきましては、議案書とあわせて別途配付して

おります建設環境委員会資料、議案第４５号・

八代市景観条例の制定について、八代市建設部

と書いてあります資料を使って説明をしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 それではまず、議案書の６９ページをお願い

いたします。 

 下段の提案理由に記載されていますとおり、

地域の特性を生かした良好な景観の形成を総合

的に推進するため、景観法の規定に基づく景観
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形成活動の促進に関する事項を定めた条例を制

定するものでございます。 

 本条例の制定によりまして、今まで熊本県に

より実施されてきました景観法に基づく業務を

引き継ぎまして、八代市が景観行政団体に移行

することとなります。 

 続きまして、先ほど申し上げました建設環境

委員会資料、別途に配付しております資料をお

願いいたします。 

 これからの説明は、本年３月の定例会のとき

に建設環境委員会におけます所管事務調査で行

いました八代市景観計画についてというような

説明と重なる部分が多く含まれていることにつ

きまして、御容赦願いたいなと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、表紙をめくっていただきまして、

説明資料１をごらんいただきたいと思います。

標題に、八代市景観条例及び八代市景観計画に

ついてと書かれているものでございます。 

 よろしいでしょうか。 

 今回、提案しております景観条例とはという

ことで、平成１６年に制定されました景観法が

委任する条例でございます。景観形成の基本的

な考え方や仕組みなどを定めるものでございま

す。 

 ２つ目に書いております景観に関する市独自

の方針や基準、施策等を定めた八代市景観計画

の実行性を法的に担保するものでございます。 

 ３つ目の四角に書いておりますが、八代市景

観条例の制定や八代市景観計画の策定を行うこ

とによりまして、熊本県の景観計画から外れる

こととなりますが、八代市の地域特性に合った

独自の八代らしい景観形成を図ることができ、

その効果としまして、毎日の快適な生活を確保

し、地域に対する愛着や住民のつながりを深

め、ひいては地域の活性化につながると考えて

おります。 

 模式的に丸でですね、囲んだように示してお

りますが、現在の熊本県景観条例や熊本県の景

観計画に加えまして、八代市独自のきめ細かな

ルールを規定することとしております。 

 なお、この資料の最後にですね、参考までに

県内市町村の景観行政団体への移行状況を記載

しておりますので、ごらんいただければと思い

ます。 

 それでは、条例に規定する内容について説明

いたします。 

 １枚めくっていただきまして、説明資料２を

ごらんください。 

 この資料は、条例の内容を要約したものでご

ざいます。 

 議案書の７０ページに記載されております八

代市景観条例の条文もあわせてごらんいただけ

ればと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 それでは説明いたします。 

 まず第１章、総則の第１条から第５条では、

地域の特性を生かし、良好な景観形成を総合的

に推進し、市民にとって誇りと愛着が持てる郷

土づくりに資することを目的とするという本条

例の目的や用語の定義、市・事業者・市民の責

務を規定しております。 

 第２章、景観計画の第６条では、景観法によ

る景観計画を定めることについて規定し、ま

た、景観計画に景観重点地区、特定施設届出地

区、一般地区などを定めることや、景観形成に

必要な事項を定めることができることを規定し

ております。 

 第３章、行為の制限等の第７条から第１１条

では、届け出が必要な行為や国や地方公共団体

などは届け出を要しないこと、また、景観法に

より景観計画に適合しない場合に変更命令がで

きることとされている特定届出対象行為などに

ついて規定しております。 

 第４章、公共事業等における景観形成の第１

２条から第１４条では、公共施設の建築等で景
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観形成に著しい影響を及ぼす公共事業等の景観

形成指針を定めることなどを規定しておりま

す。 

 めくっていただきまして、第５章、景観重要

構造物及び景観重要樹木の第１５条から１８条

では、景観重要建造物や景観重要樹木の指定や

管理の方法の基準について規定しております。 

 第６章、特定事業者と景観形成協定の第１９

条では、規則で定める面積を超える事業を行う

特定事業者と景観形成に関する協定を締結する

ことができることなどを規定しております。 

 第７章、市民の景観形成活動の第２０条から

第２１条では、地域の景観形成に関する活動を

行っている景観形成住民団体の認定や住民間の

景観形成に関する協定の締結及び認定などにつ

いて規定しております。 

 第８章、表彰、助成等の第２２条から第２４

条では、市が景観施策に係る知識の普及、啓発

に努めることや、優れた景観形成に貢献してい

る建物等についての表彰、景観重要建造物や景

観重要樹木の維持・保全、景観重点地区の建物

等の修景及び景観形成住民団体の活動に対する

技術的支援や費用助成などについて規定してお

ります。 

 第９章、八代市景観審議会の第２５条では、

本市における良好な景観形成に関する重要事項

について、調査・審議するための八代市景観審

議会について規定しております。 

 第１０章、雑則の第２６条では、条例の施行

に関し、必要な事項は規則で定める旨を規定し

ております。 

 以上、これで八代市景観条例についての説明

を終わります。 

 なお、本６月定例会により景観条例が制定さ

れましたら、諸手続を行い、９月より条例の施

行、景観団体への移行を予定しておりまして、

その後、景観計画の策定を予定しております。 

 以上、議案第４５号・八代市景観条例の制定

についての説明とさせていただきます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 今、最後の説明で、条

例が制定された後に計画の詳細に入るというよ

うな。（理事兼建設政策課長西竜一君「景観計

画」と呼ぶ）八代市景観計画を立てるというふ

うに聞こえましたけど、一般質問で景観計画の

質問があったときに、非常に具体的にお答えに

なられてるというふうに伺ってるんですよね。

委員会報告もまだ詳細に聞いたのかなというふ

うに思うんですが、そこら辺についてはいかが

でしょうか。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 景観計

画についてなんですが、実は、昨年度からです

ね、八代市景観計画策定委員会というものを学

識経験者を含めて開いておりまして、その中で

景観条例と景観規則、それと景観計画というの

も策定を準備をさせていただいて、基本的に、

条例案も規則案も景観計画案もですね、その時

点で策定をしております。それで、一度３月の

定例会でですね、具体的ではないんですが、お

おむねの内容について御説明させていただいた

ということになります。 

 それで、先ほど御質問がありましたように、

景観条例を制定後に景観計画を策定するという

ようなことになっておりますが、実は法律でで

すね、景観条例を制定して景観行政団体になら

ないと景観計画を策定できないというものがご

ざいましたので、実際、景観計画というものに

ついては案としてですね、諮問されたものが実

際出来上がっております。ただ、景観行政団体

にならないので、正式に策定という形にできな

いということになりますので、今回、条例を上

程して決定していただければですね、条例の施

行を９月に行って、そこから景観行政団体とい
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うことになりますので、その後、その策定して

います景観計画案をパブリックコメントという

ような法的な手続、それと、八代市都市計画審

議会に意見聴取のために諮るというような、経

過を踏まえるというような形になるもんですか

ら、答弁のときに具体的に景観計画の説明をし

たというのは、景観計画というのがほぼ定まっ

ていて、手続上ですね、今はまだ策定というよ

うな状態ではなくて、案というような状態にな

っているということでございます。 

○委員（堀 徹男君） ということはですよ、

条例が可決されて初めて計画として事細かに説

明ができるわけですよね。具体的に踏み込まれ

てたじゃないですか、答弁が、ね、ある地域に

限って。可能なのかなと思うんですよ、条例。

条例を今から審議、プロセスの前段階で条例が

可決されて初めて計画として具体的に答えがで

きるんじゃないかなと思いますけどね。そこら

辺について御認識はいかがですか。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 実は、

その辺をちょっと答弁の中でですね、どうする

かっていうことを悩んだところではございます

が、一度、八代市景観計画策定委員会のほうで

策定されて諮問されている内容で、実際に３月

の定例会で具体的な内容という形ではなくてし

てまして、一応、皆さんにですね、条例と規則

のパブリックコメントというのを紹介した際に

もですね、参考資料として皆さんに公表してい

る内容でございましたので、その公表の内容を

一応、計画案としてですね、答弁の中では説明

させていただいたというふうに認識しておりま

す。（委員堀徹男君「はい、わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） いいですか。どう

ぞ。 

○委員（堀 徹男君） では、議案の中身につ

いて何点かちょっとお尋ねしたいんですが、第

６章のですね、市と特定事業者という一文があ

るんですが、規則で定められる面積というのは

どれぐらいで、それからどういった事業者の方

が想定されているのかということについて。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 規則で

定める面積を超える事業をするものということ

で、面積につきましてはですね、１ヘクタール

でございます。実際にどのような事業を想定し

ているかということなんですが、それについて

はですね、今のところ１ヘクタールの面積を使

ってさまざまな事業をされてますので、そうい

うあくまでも面積規模というのが現時点では考

えておるところでございます。面積規模だけを

考えているところでございます。（委員堀徹男

君「はい、ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

 ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 済みません、県全体を

今まで対象としていた浅いルールから八代市独

自のね、きめ細かなルールをつくるということ

で理解をするんですけれども、この条例をつく

ることによってね、景観条例にひっかかって、

例えば今まで高層ビルが建てられたんですけれ

どもとか、そういった負のほうに働く要素とい

うのはないのかというのが１点。それから、景

観重点地区というのが市の魅力向上に効果が高

い地区できめ細かな景観誘導を積極的に行う地

区というふうにうたってありますけど、今現

在、大体わかるんですけど、景観重点地区とい

うのは歴史的なところも含めてですね。そうい

った地区がいくつぐらいあるし、また、市民は

こういった誘導活動というのはどういうことを

具体的にすれば景観重点地区になるのかなとい

うのをちょっと教えてもらえればと思います。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） まず、

熊本県の条例から八代市の条例になったとき

に、今までできとったものができなくなると

か、そういうのがあるかどうかということなん

ですが、基本的に熊本県の条例をある程度引き
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継いでるということで御説明はさせていただい

たと思うんですが、建物の規模とか用途等につ

いてはですね、熊本県条例を引き継いでおりま

すので、今まで建っていた建物が全く建たなく

なるというようなことはないかと。ただ、いろ

んな項目をふやしております。届け出というこ

とでですね。ですので、木竹の伐採であるとか

下線を引いてある部分ですね、土石等の堆積、

今まではこういうものですね、木竹を伐採して

も景観条例での届けが必要ということはなかっ

たんですが、一時的にでも長い間、９０日間だ

ったと思うんですが、３カ月程度より長く、例

えば土砂を付近に堆積しとくとかそういうもの

は、景観を損なうという可能性があるというこ

とで届け出を出してくださいと。ある程度でき

なければ、勧告とか何かできるような形になる

んですが、そういうものが負の要素と言えば、

そういうものを追加をさせていただいている

と。 

 それと、説明資料のほうの丸いところに書い

ておりますが、下線を引いておるところなんで

すが、今まで、特定届出施設ということで、特

定の施設を届けなくちゃいけないという幹線道

路沿い、臨港線とか国道３号とかはですね、そ

のまま熊本県の景観条例を引き継いでるんです

が、新たにですね、今回の八代市景観条例で

は、新幹線新駅の前の市道についても一部加え

て、周辺の環境とマッチするように届け出を出

してくださいというのをちょっと加えましたの

で。ただ、届け出を出すということで、建物が

全然建てられないということじゃないんです

が、どちらかと言うと色合いだったりですね、

緑地であったりとか、そういうものをこういう

形にしていただけませんかとか、そういう勧告

ができるということですので、建っていたもの

を全く制限するというようなことはないのかな

というふうに考えております。 

 それと、重点地区ですが、これも景観計画の

案の中でですね、大体、今までの歴史的なもの

とかいうのも踏まえまして、４地区ほど今、候

補として挙げております。 

 今のところ候補としてですね、これはまだ候

補ですので、これからまたふえたり減ったりと

いうのはあるかと思いますが、今、４つの候補

地を景観計画の中でですね、候補案ということ

で書いております。それが、八代城跡と市役所

周辺の地区、それと本町アーケード街の地区で

すね、あと、妙見宮周辺の地区と日奈久温泉街

の地区ということで、比較的歴史的なものであ

ったりとかですね、市の中心の顔になるような

部分というものを現時点では今、４つだけです

ね、候補としては挙げさせていただいておりま

す。 

 もう１つあったですね。 

○委員長（中村和美君） 住民がいかに努力す

るかという質問。（委員太田広則君「市民がい

かにどういうことをすれば……」と呼ぶ） 

○建設政策課主幹兼開発景観係長（福田 光

君） 景観重点地区、先ほどの４候補なんです

けれども、まず候補でございまして、今後どう

いうことを、手続をすれば地区に指定されるか

ということについて説明いたしますと、まず地

区の皆さんでですね、その地区の景観の方針と

いうのを話し合っていただきまして、どういう

まちづくり、町にしたいかという方針をまず決

めていただきます。そして、その方針を達成す

るためのルールづくりを行っていただきまし

て、それで地区の住民の皆様の合意形成が図ら

れましたら、そちらをこの景観条例に基づきま

す八代市景観審議会のほうで審議をいたしまし

て、正式に重点地区に指定するというような流

れになります。ですので、皆様で考えた、決め

た方針、ルールに従って皆さんがその地区の景

観の整備、まちづくりを行っていくというよう

なものでございます。 

○委員（太田広則君） 今、言われたことは、
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市民への周知というか、この条例ができてから

でしょうけど、どのように考えておられます

か。 

○建設政策課主幹兼開発景観係長（福田 光

君） まず、周知につきましては、この景観法

であったり、この景観条例、そして景観計画と

いうまずは景観についての説明ですね、景観づ

くりとはどういうものというのをまず説明いた

しまして、そしてこの景観計画の内容であった

りとか、そういうものを説明しましてですね、

そして地区の皆さんと行政と一緒になってです

ね、エリアであったり方針というのを検討して

いきたいなというふうに考えております。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。

（委員太田広則君「はい」と呼ぶ） 

○委員（百田 隆君） 今の地区からの候補で

やるというわけですけど、やっぱり審議会で一

応審議されるわけですね、それは。審議会でで

すね、それはそこの場所とかそうしたものはな

じめないというような場合があったときは、そ

れは当然、お断りすることはできるわけです

か。 

○建設政策課主幹兼開発景観係長（福田 光

君） 審議会でですね、実際はそういう意見を

聞くということになります。で、あくまでも住

民の皆様で決めていった方針とかルールでござ

いますので、その審議会でその内容を否定され

るということはまず想定しておりません。あく

までもそれに対してもっとこういうことをした

ほうがいいですよという意見をですね、審議会

のほうにお伺いするというような形になろうか

と思います。（委員百田隆君「じゃあ、住民か

ら上がってきた案件については、ほぼもうその

とおりということになりますか」と呼ぶ）おっ

しゃるように、そのとおりになるというふうに

考えています。 

○委員（堀 徹男君） ちょっとイメージとし

てなかなか湧きにくいんですけど、例えば、武

家屋敷の跡の町並みみたいなところがあるじゃ

ないですか、よその自治体のね。そういうとこ

ろに新しく家を建て直されるときは、やっぱり

なまこ壁であったりとか、壁は白かったりと

か、瓦は銀色ですよみたいなね、その周囲のマ

ッチするような景観に保ってくださいよという

ようなイメージかなと思うんですよ。色彩と意

匠に対する規制というのを書いてありますよ

ね。よその事例だと、自分は赤と白の市松模様

がいいという、かたくなに譲られない方がい

て、町の景観とマッチしないような建物を建て

たいと本人の意志で言われたときにはどういう

規制というのが働くんですか。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 重点地

区に指定されたというのは、住民の皆さんが話

し合いによって、こういう修景をつくっていき

ましょう、景観をつくっていきましょうという

ことですので、そういう事態は発生しないとい

うふうに考えてるんですが、仮にですね、おっ

しゃったような事例がありましたらですね、罰

則とか命令等は極端にはできないものでありま

すので、届けを出されたときにですね、こうい

うような色はこういうものにしていただけませ

んでしょうかということで、いわゆる勧告とい

う形ではできるかと思いますが、そこまでです

ね、強い縛りというのは今のところはないとい

う……。 

○委員（堀 徹男君） 私が心配するのはです

ね、今、おっしゃったように、最初に話し合い

に応じた地域の人たちはそれで合意がとれてる

かもしれませんよね。空き家だとかそういう建

物も市内に結構存在してるじゃないですか。例

えばそういう施設に、都市圏から引っ越して来

られて住みたいという方がいらっしゃったとき

ですよ、自分はその話し合いには参加してない

けど、後から来てその規制を守ってくれってい

うような事態になったときにね、どういうふう

な対応をするのかなとちょっと懸念したもんで
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すから、聞いてみました。 

○建設政策課主幹兼開発景観係長（福田 光

君） もともとルールづくりに参加されていな

い方が引っ越して来られたと。当然、届出はし

ていただきます。その中で、この地区にはこう

いうルールがありますのでお願いしますという

ふうに、行政と、私たち市とまずは協議をして

いただいて、やはりこういう地区ですというの

をわかっていただくようにですね、私たちも努

力、説明をしていきたいと考えております。 

 もしですね、やはりどうしても、私はこうい

う赤と白の派手な色彩が好きだというような方

も中にはいらっしゃると思います。あくまで

も、こちらは許認可でございませんで、届け出

ですので、あまり強制力というものはないんで

すけれども、ただ、条例の第１０条のほうに特

定届出対象行為というものがあります。この特

定届出対象行為という制度を今回、条例に規定

しておりまして、建築物の建築と工作物の建設

につきまして、そのデザインの部分だけなんで

すけど、デザインについては、この特定届出対

象行為に指定することで、変更命令までは出せ

るというふうに規定しております。ですので、

市の方で極端に周辺の景観を阻害するようなも

のにつきましては、この特定届出対象行為とい

うふうに指定しましてですね、変更命令まで出

すという可能性は今後、出てくるかなとは思っ

ておりますけれども、ただ、この景観条例、あ

くまでも市民の皆さんと一緒にいい景観をつく

っていこうという良心と言いますか、それに基

づいてやっていく事業でございますので、今の

ところそういうことがないように私たちもいろ

いろ説明なりをやっていきたいなというふうに

考えております。 

○委員（堀 徹男君） 先ほど、負の要素はな

いかってお尋ねがあったじゃないですか。すべ

からくですよ、総意に基づいて合意が形成でき

る世の中だとは限りませんよね。ある一方の考

えをお持ちの方に対しては、それはある意味、

負の要素になるじゃないですか。そういうこと

を踏まえてどうですかっていうふうに聞いたん

ですよね。まあ、今の答えでいいです。 

○委員（山本幸廣君） 総括じゃないんですけ

ど、今、答弁をする執行部の方々の説明を聞き

ながらですね、１条から目的からずっとあるわ

けですけども、最終的には、市民の方々が景観

条例というのは何なのかということを認識をし

てもらわないけないわけですね。まずはです

ね。そして、特徴のある八代のまちづくりをや

ろうやと、この認識がなからんとしゃがです

ね、１条からずっと見ていく中で、先ほど今出

たような、変更の命令とかこがんとが出ること

自体がはっきり言ってから、景観条例のマイナ

スなんですよ。これはみんな認識せないかぬと

こですね。でないと、やっぱりそれは地域の方

々がどうやって景観条例に基づいて、きれいな

歴史のある町をつくるのか、その地域をつくる

のか、町とか歴史とか言われるですけど、農村

地域の景観なんですよ。１つ、４つのうちの中

でも、農村にいかに景観条例をつくっていくか

ということ、これをまず認識してください。こ

れはいかがですかね。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 条例の

中ではですね、できるできないとかそういうも

のしか規定はしておりませんが、先ほど説明の

中で出てきました景観計画というのを、機会が

あれば説明をしたいと思ってるんですが、景観

計画というものに具体的に書いておりまして、

先ほど景観重点地区については４候補というよ

うな形にしてますが、景観というものについて

はですね、山の景観であったり、田園の景観で

あったり、都市の景観であったり、川・海の景

観であったりというのがありますので、それを

ですね、一応、細かくこういうところはこうい

うふうにしていきましょうというものを景観計

画の中でしてます。ですから、これをいかに市
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民の皆様にですね、御理解いただいたりとか、

周知するかというのがおっしゃることだと思う

んですけど、今のところ、手段としてですね、

市報であったり、そういう説明会を開いたり、

今のところは、市のシステムとして出前講座と

いうのもありますので、景観計画についてとい

うのもメニューとしてありますので、呼ばれた

ら地域に行って、景観計画について詳しく説明

するとかですね、そういうのを積極的に行って

いきたいなというふうには考えております。 

○委員（山本幸廣君） 私が最終的に言いたい

のはですね、住民自治というのが今、うちはス

タートして長いんですけども、なかなかここが

充実しない。まずは住民自治をしっかり使っ

て、市民の方々から、地域の住民の方々がまず

認識していただいて、じゃあうちの地域として

もこれを景観条例で申し出しようか、届け出し

ようかというふうに、どっから出てくるぐらい

の認識を持たせてこの景観条例というのをもた

せないかん。これが一番、課長、大事だと思

う。それと、要は予算が伴うところもいっぱい

あるわけです。何条だったかな、助成関係。助

成って、助ける助成ですよ。ここらあたり２４

条の景観形成に係る助成等と書いてあります

が、ここあたりについても、技術的な支援をし

ますよと、費用面についても助成しますよとい

うことなんですね、この２４条というのは。そ

こら辺については、私たちも議会もどこまでか

なということでなかなか今のところわかりませ

ん。どういう補助事業があって、どういう助成

をしていくのかとわからないわけですね。とな

れば、私たちも地域の代表として、地域の方々

がこういうのを届け出したいと。だけど中身は

知らんとたい。一応、届け出していっちょけば

よかったいというような、そういう認識を持っ

てこられると困るわけですね。ある程度認識を

してもらわなければ、景観条例というのは。そ

ういうことで、住民自治はその手法なり、議会

も一緒ですけども、徹底した市民の方々にこの

条例の中身をしっかり認識させるような啓発・

啓蒙というのは、お互いに共有認識してもらっ

て、新しい特徴のある八代のまちづくりという

のを進めていけば、すばらしいものじゃなかろ

うかと。今、西課長が言われた、考えだったら

ば、すばらしい１つの条例でですね、町が変わ

っていくんじゃなかろうかなと。農村や海も山

も平野もですよ、町もですよ。だから、審議会

の委員というのはですね、選択をしっかりして

くださいよ。はっきり言ってからですね、なぜ

かって、ここの審議員の方々はある程度の意見

を述べられんといけないですよ。大事なんです

よ。３人や５人じゃありません。１０人ぐらい

で審議して、歴史文化、農村、もうずっとです

よ。特長のある方々１０人ぐらい審議員つくっ

てですね、意見を述べてもらう。そういうのが

一番じゃなかろかと思いますが、いかがです

か。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 住民自

治という考え方のところではですね、確かにせ

っかく住民自治ということで皆さん頑張ってい

こうという体制になってますので、景観もその

一つの道具というふうな形でですね、その景観

でつながっていくというふうに持っていかなく

ちゃいけないと。そのためには、いかに周知を

するかということになってくるかと思います

が、精いっぱいそれは努力したいなというふう

に思っております。 

 それと、助成についてなんですが、これは景

観重点地区ということで指定されたときにです

ね、やはりこういうような景観を皆さんつくっ

ていきましょうということになると、それなり

のですね、ひょっとしたら、一般的な改築と違

ってですね、負担増になってくるということも

あり得るということで、今のところまだ策定は

しておりませんが、これからですね、どういう

補助体系にするとかですね、予算も含めて要綱
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等を作成しましたら、また議会等でも御案内し

てですね、予算要求の時点でやるとか、所管事

務調査等で御説明をした上で予算立てをしてい

かなくちゃいけないのかなというふうに思って

おります。（委員山本幸廣君「委員長、よろし

いですよ」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第４５号・八代市景観条例の制定につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、「都市計画・建

設工事に関する諸問題の調査」、「生活環境に

関する諸問題の調査」以上の２件です。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関して１件、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（シンボルロード整備事業について） 

○委員長（中村和美君） それでは、シンボル

ロード整備事業についてをお願いします。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原で

ございます。隣が田島道路建設係長でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、所管事務調査、シンボルロード整

備事業について、着座にて説明をさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○土木課長（小原聖児君） ありがとうござい

ます。 

 まず資料、お手元ございますでしょうか。 

 それでは、説明のほうに入らせていただきま

す。 

 まず、本事業は八代市重点戦略と八代市おも

てなしプランによる位置づけとなっておりま

す。 

 昨年の６月の補正予算で、委託料１０００万

円を、本年度の当初予算で、工事費１億円を計

上させていただいているところでございます。 

 これまで、建設部内の若手職員によりますプ

ロジェクトチームにおいて検討が進められてき

たもので、この度ようやく実施設計が終わり、

これから工事発注を行い、国・県・ロイヤルカ

リビアン社の八代港クルーズ拠点の完成と合わ

せて、年度内での工事完了として、インバウン

ド需要を取り込むこととしております。 

 本日は、整備計画の内容と今後の予定という

ことで御説明をさせていただきます。 

 本事業は新庁舎と本町商店街をつなぐ連続感

のあるにぎわいの空間としたいとの考えで、こ
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れまで地元商店街、沿線ホテル、商工会議所な

どからの意見を伺い、また、八代市景観計画な

ど、本道路周辺との調和や整合が図れる道路整

備を目指し、リニューアルするものとしており

ます。 

 資料の１ページをごらんください。 

 左上の１番目に、整備目的としまして１点

目、新庁舎を核とした中心市街地のまちづくり

を促進、２点目としまして、大型クルーズ客船

入港に伴うインバウンド事業の取り組みとして

おります。 

 ２番目、整備概要としましては、１点目、歩

道と車道の段差をなくし、広場として一体的活

用が図れる空間づくり、２点目、本町アーケー

ドへのエントランス機能づくりということで、

内容としましては、歩道のフラット化及び拡

幅、オープンスペースの確保、照明の増設、ベ

ンチ等の休憩施設の設置、イベントのための給

水設備・電源設備の設置といたしております。 

 次に、資料の２ページをごらんください。 

 上段がシンボルロード全体の平面図としてお

り、左側に庁舎、右側に本町アーケードとして

おり、整備延長は約２６０メートルでございま

す。 

 現在、あずまやや池がある赤の破線で囲んで

ありますところを全面的にリニューアルし、イ

ベントなどに活用できる空間・オープンスペー

スとしております。 

 下段には、付属物等として、サークルベン

チ、車どめ、あずまや、シンボルベンチ、電源

設備、給水設備などを載せております。 

 また、イベント時には車どめを取り外すこと

で、歩道と車道を一体的に活用できる広い空間

となります。 

 次に、資料の３ページをごらんください。 

 オープンスペースの昼間の活用のイメージ図

としており、キッチンカーなどを入れ、市民や

観光客に休憩やランチなどで楽しんでいただ

く。 

 次に、資料の４ページをごらんください。 

 平日の夜間のイメージ図で、植栽のライトア

ップなど、落ち着いた雰囲気の中でワインなど

のお酒を飲みながらくつろいでいただく。ま

た、イベント時はイルミネーションなどの照明

による演出や、本町マルシェ、軽トラ市、夏休

み中の夜市などとの連携を図るなど、にぎわい

のある空間となるような活用を考えておりま

す。 

 次に、資料の５ページをごらんください。 

 本通りの中間付近でありますＮＴＴ前から、

上段は庁舎側のほうを、下段は本町アーケード

側のほうを見た現況と整備後のイメージ図とし

ております。 

 最後に、資料の６ページをごらんください。 

 本年度内に工事を完了するための今後の工事

発注計画を示しております。 

 まず、当初予算では工事費１億円としており

ましたが、本整備計画の内容で工事費の積算を

行いましたところ、人件費や資材の高騰及び道

路改良におけます個々の数量の増ということ

で、約１０００万、それとオープンスペースの

付属物で約４０００万と、合わせて約５０００

万程度の増との試算結果となっております。 

 そこで、今後の予定・スケジュールとしまし

て、現予算の１億円で上段の道路改良工事と電

気設備工事を発注いたしまして、表下段の残り

の舗装工事の不足分を９月議会に補正予算とし

て提案させていただき、承認後に発注するとの

計画といたしております。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上で、所管事務調査、シンボルロード整備

事業についての説明を終わります。 

○委員長（中村和美君） はい。 

 本件について何か質疑、意見等はありません

か。 

 質疑、御意見でございます。 
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○委員（堀 徹男君） 確かに当初予算で１億

円でね、計上されて１億円でっていうことだっ

たですよね。それで、人件費と資材の高騰は理

解できないこともないです。ただ、付属物が４

０００万です。財源は何でしたっけ。（土木課

長小原聖児君「合併特例債で計画しておりま

す」と呼ぶ）確かに合併特例債はね、交付税措

置もあるということでいいんですけど、例えば

４０００万をですね、先ほどから言っている生

活道路等の工事に回すとしたら、一体どれぐら

い市民の直接の生活に係る道路に還元できるの

かっていうふうに考えたときにですよ、付属物

４０００万というのはさすがにいかがな予算増

かなというのが。当初予算よりも半分を増額が

占めるわけですから、これは事業の見積もりと

していかがなものだったかなと言わざるを得な

いんじゃないかなと思いますけど、いかがでし

ょうか。 

○土木課長（小原聖児君） 先ほど御説明させ

ていただきましたけども、本事業のコンセプト

としまして、にぎわいのある空間づくりという

ところでの通りということで整備をすると。そ

の中で、歩道のフラット化とかオープンスペー

スの確保、照明の増設とかそういうことを計画

させていただきました。これにつきましては、

地元の意見というところでいろいろ聞き取りを

いたしまして、そういう要望もございました。

シンボルロードという名がついておりますよう

に、今後ですね、市民の方に親しみを持ってい

ただくというところで、これだけの設備は必要

なのかなというところで考えたところでござい

ます。 

 付属物ということで約４０００万ということ

で御説明いたしましたけども、これの主なもの

はシンボルベンチとちょっと地図を……。 

 ２ページの付属物等のところの真ん中のシン

ボルベンチ、それと下の左から二つ目の目隠し

フェンス・木材というところで、これはシンボ

ルベンチの裏手側と言いますか、そちらのほう

に設置するということで、それに伴いますもの

が約２０００万円の増というところの話でござ

います。 

 それと、この通りにつきましては、暗いとい

うような御意見もございましたもので、照明灯

にですね、約２０００万の増というような形に

なっております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ここね、解体されてス

クラップアンドビルドでね、そういった目的で

されるというのは理解できるんですよ。以前の

施設に対してもですね、地元の要望があったり

とかしてつくってるわけですよね。確かに、今

回も暗いとか何とかっていうその要望はあるか

もしれませんけど、だからといって２０００万

の増額がですね、はい、そうですよっていうふ

うに、この厳しい財政難と言われる中でです

ね、出てくるのが不思議なんですよ。いかにお

金がかからないようにですね、工夫をしてやる

べきじゃないのかなというふうに思いますけど

ね。実施設計の中でこれは盛り込まれているっ

ていうことであればですよ、既に織り込み済み

だったということにしかならないんじゃないか

なと思うんですけどね。いかがでしょうか、委

員長。以前の経過もありますしね。 

 委員長、いいですか、そしたら。 

 実務者のレベルじゃなくてですね、部として

の考えをちょっとお伺いしたいです、こういう

のは。 

○建設部長（潮崎 勝君） 正直言いまして、

私が４月にこちらの部に参りました。それで、

前年度の予算の熟度と言いますかですね、これ

が１億円、どういうぐあいの精度であったかち

ゅうのが少し疑問があるところでございます。

正直なところですね。それから、４月に入りま

して、この景観のいろんな打ち合わせをする中

で１点、私が皆様にお知らせしたいのが、クル
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ーズ船の絵が１ページの１番右側にあろうかと

思います。そこで来たお客様をこちらに誘導

し、そして本町アーケードまでに行く間にです

ね、皆さん方をここでくつろいでいただくとい

う意味で、今回、先ほど課長が説明しましたシ

ンボルロードのベンチですね、そこへ約５０人

ぐらいがぎゅうぎゅうで詰め込むような今、設

計になっております。そこで食事をしたり、あ

るいは音楽を街頭で音楽をされるような方が来

てちょっと歌う、そういうのを聞くと、そうい

う観点。それから、課長の説明でもう１点あっ

たかと思いますが、土曜夜市とのリンクです

ね、そこで夜の活用案ということで、照明灯

を、――常時はなかっですけど、夜だけ持って

くる、そのための電気設備を引き込んで、コン

セントを前もって準備するというようなところ

で、まあ、クルーズ船に対するインバウンド

と、夜でも活用でけんかと、その２点のコンセ

プトが４月に入りましてですね、少し上層部と

打ち合わせする中でふえた部分でございます。

そういうのが反映されて、少しお金がふえたと

いうのが実態でございます。御理解のほどよろ

しくお願いできるかと思います。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） クルーズ客のもてなし

ということで、そのシンボルベンチの活用とい

うことですけど、クルーズ船は日没前には出航

ですよね、たしか。昼間は照明は要りませんよ

ね。土曜夜市が年に３回か４回開催されたとし

ても、そこまで設備投資する必要があるのか。

コンセントはいいとしますよ。屋外電源は。キ

ッチンカー入れたりとかですね、災害のときに

はここにエマージェンシースペースがつくれる

かもしれません。理解できるものは理解できま

すし、その金額に見合う、投資に見合うです

ね、成果が果たして今のような御説明の中で受

け入れられるのかっていうところですよね。そ

こが大きな観点だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○建設部長（潮崎 勝君） 今、説明で足らな

い部分は、いろんな幅広い利用の種類、目的を

もう一度丁寧に考えまして、次回９月に補正の

予定でございますので、説明させていただけれ

ばと思いますので、きょうのところはこの辺で

控えます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長ありがとうござ

います。 

 部長も課長もですね、４月から来られたばか

りで大変な苦労なされると、はっきりな話がで

すね。１億円のときもびっくりしました、私た

ちも。ところが今回の補正では、はっきり言っ

て、今の堀委員の質問の中でですね、御説明が

ありました。キッチンのところの木材というの

は、熊本総合病院の裏側になるわけですけど

も、耐久性を思ったら、木材なんかはっきり言

って、御存じのように、１０年したら腐れてし

もうてから、また、廃棄物に出さないかん。や

っぱ今、ＹＫＫさんがアルミ関係しとるのは、

高いですけども永久的に５０年や１００年の大

計に資材等を活用できる。そういうのをやはり

積算の中でですね、長期的な視野の中で考える

ということもですね、これは大事じゃなかろう

かと思うんですよ。そういうのにやっぱし予算

を計上するというのはこれは理解をできるんで

すけど、これ木材というのは、私がですね、家

のところに全部目隠しで木材でつくって５年で

腐れてしまう。これはしっかりしたですね、対

応していかなければ、ここだけは見直したほう

がいいですよ、はっきり言ってから。見直さな

きゃいけない。これはそしてですね、どれだけ

の高さにされるかわからんけれども、まだ倒木

して、そこでどんちゃんどんちゃんしよる中で

倒れてきたならば、また損害賠償を訴えられる

と、そういうことも私は考えてほしいなという

もとですね、全体的な予算の見直しをしようか

なというぐらいの気持ちになってもらわないか
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んと思うわけですね。これだけのやっぱし予算

が膨らんだということですから。もともとはこ

れぐらいのことはせないかんなというのはです

ね、それは目隠しとかそういうのはなかったか

もしれません。いろんな、この前も、そこの本

町のアーケード街の方々、この前もちょっとば

っか「週刊山崎くん」にも出てきた彼たちとも

ちょっと話したんですけども、キッチン（聴取

不能）委員長、あそこへ行ってから、うーんっ

て、もう苦しんできとるんです、汚きゃしもう

て、先はどがんかわからんばいって、そういう

方々も商店街におられるということですよ。だ

から、どぎゃんなっとっかなっていうことを言

っておられる。だからそこあたりについて、ク

ルーズ船は別としてからですね、客をインバウ

ンドせないかんと、それはですね、後はね、今

回のを受けてから、八代外港にロイヤルカリビ

アン社がつくってくれる施設がありますよね。

そういうところでやっぱり八代の良さをです

ね、そしたらあそこで満足して帰っていかれれ

ば、すぐ船に乗って夕方に帰るわけですから。

そういう中で、本町アーケードまで全部クルー

ズ船のお客さんを呼ばないかんというその認識

と意識が私はちょっとばかり、執行部と変わる

んですけども。例えばですよ、八代宮に今この

前、ＤＭＯでした、柳川から持ってきた船でお

客さん乗ってますか。委員長、何かな。八代宮

の横で船を浮かせとっとは、あれは何やったか

な。舟出浮きじゃなかったな。遊覧船かな。も

う最近は旗もなかな。昨日ちょっと行ってみて

きたら旗もなか。はっきり言って、閉鎖してい

るような状況でですね、船は全然橋の下につな

いであってから、私、昨日見てきたんですか

ら。きょう、委員会でこれ出やせんかなと思っ

て見に行ったんですよ。ところがどっこい、船

は橋の下にあってから、旗もない、何もない。

そして桟橋も木ですからね、老朽化してきた。

だから、経験上、私はこんなん言いよるわけで

すから。何もこれ、予算割っけんでから、ある

程度節約しなさいよっていうことで私、終わり

たかったんですけども、見直すところは節約し

て見直しなさいという私の考えなんですよ。そ

こらあたりについて、小原課長、答弁はいりま

せんからですね、そういう考えを持っていただ

ければなと。予算についてはこれは賛成しま

す、はっきり言ってから。これだけ苦労された

んですから。だけどもですね、それだけはやっ

ぱし今、堀委員が言われたように、財政上は厳

しいということを認識していただいて、そして

入札かけるときには、少しずつでん、安かとこ

ろにしてもらうというふうな形をとっていただ

ければなと思いますが、いかがですか、小原課

長。 

○土木課長（小原聖児君） 今、議員おっしゃ

られましたように、今までもですね、少しでも

安いほう、安価にできないかというところでい

ろいろ考えてきたところでございます。今後

も、時間がある限り、そのあたり、また再度、

見直すというか、検討をしていきたいと思って

おります。 

○委員（田方芳信君） 先ほどですね、まず最

初１億円という話から今回、今度は５０００万

アップで１億５０００万ということですけど、

わっとびっくりはするんですけど、その５００

０万アップして、そしてその１億５０００万で

あとは足りますか。また追加ちゅうことは。 

○土木課長（小原聖児君） それはないように

いたします。（委員田方芳信君「そうあってほ

しいと思いますので、努力してください」と呼

ぶ） 

○委員（太田広則君） 済みません、２点だけ

ちょっと気になることを確認させてください。 

 １点目はですね、先ほど、イベント時は歩道

・車道を一体化してということでしたけども、

ここは循環バスが通ってると思うんですね。担

当が違うと思うんですけど、循環バス路線はこ
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こは基本的にはあそこの本町緑地公園かな、バ

ス停がありますよね、あそこからもう元に──

ここを通らないようにしたほうがいいんじゃな

いかなという、そのバス路線についてが１点

と、あと、照明灯がふえてですね、電源設備も

理解はするんですが、もともと今はここは電気

代は本町２丁目商店街振興組合がみてるんです

か、それとも市がみてるのかちゅうのと、給水

設備、これは地下水ですか、上水道ですか。そ

こを教えてください。お金かかりますよね。ラ

ンニングコストの部分で非常に気になります。 

○土木課主幹兼道路建設係長（田島雄一郎君） 太

田委員のお尋ねの第１点目、バス路線につきま

しては、現在、本町緑地公園前を通りまして、

ホテル・アルファーワン八代とか、前を通って

来るというような路線になっております。今現

在、オープンスペースにつきましては、そこを

ですね、車道と歩道をオープンスペース一体と

して使うような、できるような整備というふう

に考えておりますが、今後は産交バスさんなり

神園交通さんなりのバスが通りますので、その

辺は打ち合わせをしながらですね、できる方向

で進めていければなというふうに考えておりま

す。 

 続きまして、照明灯の電気設備につきまして

は、今、歩道上に照明灯がついております。そ

ちらの照明灯につきましては、土木課のほうで

支払いを行っているところでございます。 

 続きまして、給水設備につきましては、今

度、新しくオープンスペースのほうにキッチン

カーが来たりした場合には、皆さんが手を洗っ

たり、そこで汚れたときに清掃できるように給

水設備を設置しようと考えておるんですけど

も、そこにつきましては、一応、上水道を持っ

てくるように考えているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（太田広則君） いずれにしても、ラン

ニングコストもかかるわけですよね。だから、

例えば地下水にするとか、ソーラーの電気の照

明灯にする、確かにコストはかかるかもしれま

せんが、ランニングコストも少し考えながらで

すね、経費をやはり、最初１億円って言ったん

ですからですね、その中でこういう案が出てく

るとならよかとですけど、この案が出てきて金

額が上がりますよったら、そら、やっぱり市民

の皆さんも何しよっとねっていう話になります

んで、そこはもう一回しっかり検討していただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

 ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で、

シンボルロード整備事業についてを終了しま

す。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で、所管事務調

査１件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午前１１時４５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に
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より署名する。 

    令和元年７月２日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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